
第３章 関係法令の概要 
八 〔 そ の 他 〕 

 

１３ 工場立地法                            ［特定工場新設等の届出］ 

 

 法 の 趣 旨         

 

 

 

 

 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにする 

ため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する 

準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、 

もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与する。  
 

 

  届出の必要な行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 新設の届出 

  製造業（物品の加工修理業も含む。）、電気供給業（水力・ 

 地熱・太陽光発電所は除く。）、ガス供給業又は熱供給業に係る

工場又は事業場であってその規模が次のいずれかに該当するも

の（以下「特定工場」という。）を新設する場合 

 

※特定工場の規模は？ 

敷 地 面 積  9,000㎡以上 

又は 

建築物の建築面積の合計  3,000㎡以上 

なお、用途の変更又は敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加

することにより特定工場となる場合も届出が必要 

 

２ 変更の届出 

 (1)  既存工場（昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者

又は新設工事中の者）で特定工場の規模を有するものが、昭和

49年6月29日以降に変更を行う場合 

 (2)  新設の届出又は上に述べた変更をしたものが、その後さらに

変更をする場合 

 

※変更届出を要する場合とは？ 

 ① 敷地面積の増加・減少 

 ② 生産施設の増設・ｽｸﾗｯﾌﾟｱﾝﾄﾞﾋﾞﾙﾄﾞ（減少は届出不要） 

 ③ 緑地等環境施設面積の減少      …等 
 

 

３ その他の届出 

 (1)  氏名又は名称及び住所の変更を行う場合 

 (2)  地位の承継（譲り受け、借り受け、相続、分割、合併等）を

行う場合 
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１ 準則値について 

 (1)  生産施設面積率 

    業種によって敷地面積の30～65％の範囲で生産施設面積に

上限がある。 

 (2)  緑地面積率 

    敷地面積の20％以上の緑地を確保しなければならない。 

   （条例により国の準則に代わる準則を制定した市町村においては

その割合による） 

 (3)  環境施設面積率 

    敷地面積の25％以上の環境施設（緑地も含む）を確保しなけ

ればならない。  
（条例により国の準則に代わる準則を制定した市町村において

はその割合による） 

 ※環境施設…緑地、噴水、運動場、広場、太陽光発電施設等 

 

 なお、既存工場については、昭和49年6月29日以降の変更に準則

が適用され、生産施設の増設分に応じて緑地・環境施設の設置が義

務づけられている。 

 

２ 実施の制限及び実施制限期間の短縮 

  届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、工場の

新設又は変更に当たって最初に必要となる埋立工事、造成工事、

施設建築工事等は開始できない。しかし、届出の内容が相当であ

ると認められるときは、90日の実施制限期間を短縮することがで

きる。また、届出と期間短縮申請を併せた届出書の提出も可能で

ある。  

 届出の必要な地域  県内全域 

  受 理 者           各市町村長  

 担 当 機 関         
 商工労働部 企業立地課 

 各市町村企業誘致担当課 

  手続きフローチャート 
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